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令和８年第４回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和８年度高松市一般会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額   １９２，８００，０００千円 

  補 正 額       ５９８，３８１千円 

  補 正 後   １９３，３９８，３８１千円 

 

２ 令和８年度高松市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額     ９，１７２，７７９千円 

  補 正 額         ２，４３５千円 

  補 正 後     ９，１７５，２１４千円 

 

３ 令和８年度高松市食肉センター事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額       ４１１，４９７千円 

  補 正 額         ８，８７５千円 

  補 正 後       ４２０，３７２千円 

 

４ 令和８年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ２４，３７４，９５４千円 

  補 正 額        １６，３５３千円 

  補 正 後    ２４，３９１，３０７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２ 

５ 高松市市税条例の一部改正について 

   

地方税法等の一部改正に伴い、令和９年度分以降の固定資産税 

を課さないこととする課税標準となるべき額の上限を、家屋及び 

償却資産についてそれぞれ引き上げる等のため、改正するもの 

 (１) 市民税 

   ア 個人に対して課する所得割の課税標準について、特定配当等のうち大口株主等以外

の者が支払を受けるものは総所得金額から除外せずに算定することとするもの 

   イ 所得税における扶養親族等申告書の提出義務がない公的年金等受給者のうち、一定

の要件を満たす特定配偶者又は扶養親族等を有する者は、個人の市民税に係る扶養親

族等申告書を提出しなければならないこととするもの 

   ウ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケー

ション税制）のうちスイッチＯＴＣ医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を

撤廃するもの 

   エ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限を５年延長するもの 

   オ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する課税の特例の適

用期限を３年延長するもの 

   カ 復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴い、必要となる読

み替え規定を加えるもの 

   キ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に

ついて、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内に存する場合

には、優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものとみなすこととするほか、当該

課税の特例の適用期限を３年延長し、令和１１年度までとするもの 

 (２) 固定資産税 

   ア 固定資産税を課さないこととする課税標準の額の上限を家屋にあっては２０万円か

ら３０万円に、償却資産にあっては１５０万円から１８０万円にそれぞれ引き上げる

もの。土地については３０万円で変更なし。 

   イ 特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置として、

参酌するものとして国が示す割合を踏まえ、次の（ア）から（ウ）までの区分に応

じ、固定資産税額の課税標準となるべき価格に乗じる割合（次のウにおいて「特例

率」という。）を、それぞれ次のように定めるもの 

    (ア) 太陽光を電気に変換するもので、国産再生可能エネルギーであるペロブスカイ

ト太陽電池を使用した一定の太陽光設備  

２分の１ 

     

公布の日から施行 
(１)イ～エは 
Ｒ９．１．１から施行 
(２)アはＲ９．４．１か
ら施行 
(１)カはＲ１０．１．１
から施行 



３ 

(イ)  風力を電気に変換するもので、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関す

る法律に基づく洋上風力発電設備  

５分の３ 

    (ウ) 風力を電気に変換するもので、港湾法に基づく洋上風力発電設備並びに地球温

暖化対策の推進に関する法律及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能

エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく陸上風力発電設備  

３分の２ 

   ウ 国の補助を受けてバリアフリー改修が行われた施設に係る固定資産税の減額措置の

対象を、不特定かつ多数の者が利用し、又は高齢者、障がい者等が利用する移動等円

滑化が特に必要な施設である特別特定建築物全般とするなど、幅広くバリアフリー化

を促すよう見直され、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象と

されたこと及び参酌するものとして国が示す割合を踏まえ、本市における特例率を３

分の１と定めるもの 

 

６ 高松市固定資産税不均一課税条例の一部改正について 

 

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部 

改正に伴い、固定資産税の税率の特例を受けようとする場合に必要となる地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画の認定を受ける期限を２年延長する等のため、改正するもの 

 (１) 地域再生法に係る特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率の適用を受けよう

とする地域再生法第１７条の２第１項各号に掲げる事業を実施する者が、地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画の認定を受ける期限を２年延長し、令和１０年３月３１日

とするもの 

 (２) 固定資産税の税率の特例の対象とする減価償却資産を明確に規定するもの 

 

７ 高松市介護保険条例の一部改正について 

 

令和７年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の見直 

しの影響を鑑み、令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の特例減免について定め

るため、改正するもの 

(１) 令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の特例減免について定めるもの 

 

 

 

 

公布の日から施行し、 
Ｒ８．４．１から適用 
 

公布の日から施行し、 
Ｒ８．４．１から適用 
 



４ 

８ 高松市健やか子ども基金条例の廃止について 

 

  その財源としていた第３期かがわ健やか子ども基金事業の期間 

が令和７年度末をもって終了したことを受け、高松市健やか子ども基金を廃止することに伴

い、廃止するもの 

(１) 第３期かがわ健やか子ども基金事業が令和８年３月３１日でその期間を終了したこと

を受け、高松市健やか子ども基金を廃止することに伴い、この条例を廃止するもの 

 

９ 高松市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部改

正について 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に 

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める

施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、認定こども園の職員の配置基準等を

見直すため、改正するもの 

 (１) 高松市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部

改正 

   ア 認定こども園において、満３歳以上の子どもで編成する一の学級の子どもの数を次

のように変更するもの 

現 行  改正後 

３５人以下 → ３０人以下 

   イ 保育に従事する者は、１人に限り特定理学療法士等をもって代えることができるも

のとし、職員配置基準において保育士とみなすことができる特例を定めるもの 

   ウ 認定こども園の設置者は、児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認その他必要な

措置を講じなければならないものとするもの 

   エ 認定こども園に置かなければならない保育士に代わることができる者になれないも

のに、現に当該認定こども園において主務養護教諭として従事している者を加えるも

の 

   オ 看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが、保育士に代わる者として保育を行う

場合には、当該看護師等が保育士による支援を受けられる体制を確保しなければなら

ないこととするもの 

(２) 高松市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正 

   ア 満３歳以上満４歳未満クラスの配置基準の適用猶予期限を令和１０年３月３１日ま

でと定めるもの 

 

公布の日から施行 
 

公布の日から施行 
(１)ウはＲ８．１２．２５
から施行 
 



５ 

10 高松市食品衛生法施行条例の一部改正について 

   

  香川県の許可申請手数料の額との均衡を図るため、改正するもの 

 (１) 次の営業の継続許可の申請に対する審査に係る手数料の額を改定するもの 

   ア 魚介類販売業における自動車による移動営業 

現 行  改正後 

６，０００円 → ７，０００円 

 

11 高松市屋島山上観光駐車場条例の一部改正について 

 

  屋島の山上を訪れる観光客等の増加により発生が見込まれる渋 

滞の対策として将来的に実施すべき対応策の策定に必要なデータを収集する実験を実施する

ため、改正するもの 

(１) 実証実験に係る、積載物を含め、長さ５．５メートル、幅２メートル以下の自動車１

台について、駐車場１日１回の利用に係る利用料金の上限額の特例として次のように定

めるもの 

通常時  実証実験時 

３００円 → ８，０００円 

 

12 高松市下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について 

   

  地方自治法の一部改正に伴い、改正するもの 

 (１) 地方自治法の一部改正に伴い、次の条例において引用条項の整備をするもの 

   ア 高松市下水道事業の設置等に関する条例 

イ 高松市病院事業の設置等に関する条例 

ウ 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関

する条例 

エ 高松市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 

13 財産の取得について 

  災害対応特殊消防ポンプ自動車（常備）を取得するもの 

(１) 契約の方法 一般競争入札 

 (２) 契 約 金 額 ７３，７００，０００円 

 (３) 契約の相手方 株式会社福島商会 

 

 

Ｒ８．７．１から施行 
 

公布の日から施行 
 

Ｒ８．９．２４から施行 
 



６ 

14 財産の取得について 

消防ポンプ自動車（非常備）を取得するもの 

(１) 契約の方法 一般競争入札 

 (２) 契 約 金 額 ５８，９６０，０００円 

 (３) 契約の相手方 株式会社岩本商会 

 

15 財産の取得について 

  高度救命処置用資機材（高規格救急自動車用）を取得するもの 

(１) 契約の方法 一般競争入札 

 (２) 契 約 金 額 ５７，７５０，０００円 

 (３) 契約の相手方 尾路医科器械株式会社 

 

16 財産の取得について 

高規格救急自動車（シャシ）を取得するもの 

(１) 契約の方法 一般競争入札 

 (２) 契 約 金 額 ５６，８７５，５００円 

(３) 契約の相手方 香川トヨタ自動車株式会社 

 

17 工事請負変更契約の締結について 

  令和５年９月１１日公告の重要文化財披雲閣本館（大書院）耐震補強等工事の工事請負契約

については、その予定価格が１億５千万円未満のため、議会の議決に付す必要のない契約で

あったが、請負代金額を変更する必要が生じ、変更後の当該額が１億５千万円以上となるため、

議会の議決を求めるもの 

(１) 当初契約時の 一般競争入札 

契約の方法 

(２) 契 約 金 額 現契約金額 １４６，４９９，１００円 

          変更後の額 １７８，６１５，８００円 

(３) 契約の相手方 株式会社香西工務店 

 

18 訴えの提起について 

  母子福祉資金貸付金の償還等を求めるため，訴えを提起するもの 

 (１) 請求の趣旨  

  ア 被告となるべき者に対して貸付けを行った母子福祉資金のうち、償還未済額の金  

１，９３６，４００円を支払うこと 

   イ 訴訟費用は被告となるべき者の負担とすること 



７ 

19 事業契約の締結について 

 香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業における事業契約を締結するもの 

(１) 事 業 名 香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業 

(２) 契約の目的 香南地域の道の駅及びその周辺施設等の改修並びに当該改修した施設等 

の維持管理及び運営 

(３) 契約の方法 随意契約 

 (４) 契 約 金 額 ５１０，８８４，０００円 

(５) 契約の相手方 次の２者を構成員とする事業者 

          株式会社創裕 

          株式会社木村建設 

 

20 議決の変更について 

令和７年９月２６日に議会の議決を経た高松市道路等照明灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業業務委託

契約の締結について、対象となる照明灯についての詳細な現地調査の結果、電力柱に共架   

している照明灯の一部について、現行の設置基準に基づく電線等との離隔距離を確保するため、

適切な位置に移設する必要があること、一部の地下道内にある照明灯をＬＥＤ化するためには

照明器具一式をＬＥＤに適合したものに変更する必要のあること等が判明したことから、業務

委託の内容を変更することとなり、契約金額を変更するもの 

             変更前              変更後 

 ・契約金額  １，００５，０７０，０００円 → １，０５１，２５４，２７０円 

 

（報告） 

１ 令和７年度高松市一般会計繰越明許費繰越計算書 

２ 令和７年度高松市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰越明許費繰越計算書 

３ 令和７年度高松市食肉センター事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

４ 令和７年度高松市卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

５ 令和７年度高松市駐車場事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

６ 令和７年度高松市一般会計事故繰越し繰越計算書 

７ 令和７年度高松市下水道事業会計予算繰越計算書 

 


